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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
一
号

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
七
号
（
令
和
五
年
度
非
常
勤

職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

「８,３６０円

」
を
「８,６８０円

」
に
、
「８,３１０円
」
を
「８,６３０円

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

三
鷹
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

三
鷹
都
市
計
画
公
園
事
業
第
二
・
二
・
二

十
四
号
北
野
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

三
鷹
市
北
野
三
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
三
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
立
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
十
五
号
中
新
田
立
川
線

（
国
立
市
谷
保
〜
富
士
見
台
四
丁
目
間
）
建
設
事
業
に
つ
い
て
、
環

境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
（
以
下
「
調
査
計
画
書
」
と
い
う
。
）
の

提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第
四
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
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東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

国
立
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
十
五
号
中
新
田
立
川
線
（
国
立

市
谷
保
〜
富
士
見
台
四
丁
目
間
）
建
設
事
業

道
路
の
新
設

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
国
立
市
泉
一
丁
目
（
府
中
市
境
）
を
起
点
と
し
、

国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
（
立
川
市
境
）
を
終
点
と
す
る
延
長
約

二
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
都
市
計
画
道
路
で
あ
る
「
国
立
都
市
計

画
道
路
三
・
三
・
十
五
号
中
新
田
立
川
線
」
の
う
ち
、
国
立
市
谷

保
を
起
点
と
し
、
国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
を
終
点
と
す
る
延
長

約
〇
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
に
お
い
て
、
往
復
四
車
線
の
道

路
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

四

周
知
地
域
の
範
囲

国
立
市

矢
川
三
丁
目
、
石
田
、
青
柳
、
谷
保
字
上
峯
下
及
び

富
士
見
台
四
丁
目
の
区
域

五

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
項
目

事
業
者
は
、
対
象
事
業
の
内
容
と
対
象
事
業
の
事
業
地
周
辺
の

地
域
概
況
を
考
慮
し
た
結
果
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
水
質

汚
濁
、
生
物
・
生
態
系
、
景
観
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場

及
び
廃
棄
物
を
調
査
、
予
測
及
び
評
価
項
目
と
し
て
選
定
し
て
い

る
。

六

調
査
計
画
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
十
日
ま
で
。
た
だ

し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

国
立
市
生
活
環
境
部
環
境
政
策
課

国
立
市
富
士
見
台
二
丁
目
四
十
七
番
一
号

イ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

ウ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
、
郵
送
又
は
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
に

よ
り
提
供
さ
れ
る
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
電
子
申
請
サ

ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
五
年
十
月
十
八
日

㈣

提
出
先

ア

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

イ

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
e

nt／reading_guide／index.htm
l

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
四
号

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
八
百
七
号
（
令
和
五
年
度
非
常
勤
職
員

の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

「

８,５００円

」
を
「

８,６３０円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
葛
飾
区
の
児
童
自
立
支
援

施
設
に
係
る
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

葛
飾
区
の
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託

に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）
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第
一
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
葛
飾
区
（
以
下

「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に

係
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
執
行

を
東
京
都
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第
二
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
乙
の
条
例
及

び
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
経
費
の
負
担
）

第
三
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
甲
の
負

担
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
額
及
び
交
付
の
時
期
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し

て
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
託
事

務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類
を

甲
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
収
入
の
帰
属
）

第
四
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
使
用
料
及
び
手
数
料

並
び
に
財
産
収
入
及
び
諸
収
入
は
、
全
て
乙
の
収
入
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
経
理
）

第
五
条

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支

出
に
つ
い
て
経
理
を
明
確
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
精
算
）

第
六
条

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
、
速
や
か
に
委
託
事
務
に
係
る
収

入
及
び
支
出
の
精
算
を
行
い
、
そ
の
明
細
を
甲
に
通
知
す
る
。

（
条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
七
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
乙
の

条
例
等
が
制
定
さ
れ
、
若
し
く
は
廃
止
さ
れ
、
又
は
そ
の
全
部
若

し
く
は
一
部
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
、
直
ち
に

そ
の
旨
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
託
事
務
の
廃
止
に
伴
う
決
算
処
理
等
）

第
八
条

委
託
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
は
、

当
該
廃
止
の
日
を
も
っ
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
乙
が
こ
れ
を
決
算

す
る
。

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
細
目
）

第
九
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及

び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
六
号

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
八
百
七
号
（
令
和
五
年
度
非
常
勤
職
員

の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

「８,３１０円

」
を
「８,６３０円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
七
号

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
三
百
八
十
八
号
（
令
和
五
年
度
非
常
勤

職
員
の
第
一
種
報
酬
の
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

「８,３１０円

」
を
「８,６３０円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示

第
三
百
九
十
二
号
、
平
成
二
十
七
年
東
京
都
告
示
第
千
五
十
三
号
、

平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
一
号
及
び
平
成
三
十
一
年

東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
四
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区

域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の

指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
町
田
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
町
田
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
八
号

東
京
都
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通

局
規
程
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中

「
、
性
別
又
は
電
話
番
号
」
を
「
又
は
性
別
」
に
、
「
購
入
」
を

「
購
入
し
、
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
九
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五

年
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
第
六
号
中

「
、
性
別
又
は
電
話
番
号
」
を
「
又
は
性
別
」
に
、
「
購
入
」
を

「
購
入
し
、
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程

（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
第
七
号
中
「
、
性
別
及
び
電
話
番
号
」
を
「
又
は
性

別
」
に
、
「
購
入
」
を
「
購
入
し
、
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
一
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局

規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
二
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

久

我

英

男

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
七
号
中
「
、
性
別
及
び
電
話
番
号
」
を
「
又
は
性

別
」
に
、
「
購
入
」
を
「
購
入
し
、
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
の
届
出
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二

十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ェ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

川
北

秀
人

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

港
区
赤
坂
七
丁
目
五
番
二
十
七
号

赤
坂
パ
イ
ン
ク
レ
ス
ト
三

〇
五
号
室

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ノ
ー
モ
ア
・
ヒ
バ
ク
シ
ャ
記
憶
遺
産
を

継
承
す
る
会

二

代
表
者
の
氏
名

木
戸

季
市

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
六
番
町
十
五
番
地

プ
ラ
ザ
エ
フ
六
階

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
パ
レ
ス
チ
ナ
子
ど
も
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

二

代
表
者
の
氏
名

大
河
内

秀
人

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
下
落
合
三
丁
目
十
二
番
二
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

東
京
ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン
八
重
洲
、
Ｙ
Ａ
Ｎ

Ｍ
Ａ
Ｒ

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
二
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

八
重
洲
二
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
七
番
二
号
ほ
か

五

変
更
前
の
店
舗
名

八
重
洲
二
丁
目
北
地
区
第
一
種
市
街
地

再
開
発
事
業

六

変
更
後
の
店
舗
名

東
京
ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン
八
重
洲
、
Ｙ
Ａ
Ｎ

Ｍ
Ａ
Ｒ

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
一
番
ほ
か

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
二
番
一
号
ほ
か

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

未
定

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
ほ
か
三

十
一
名

十
一

変
更
日

令
和
五
年
三
月
十
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
五
年
九
月
十
二
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
六

年
一
月
二
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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店
舗
名

（
仮
称
）
多
摩
川
住
宅
商
業
施
設
整
備

事
業

二

店
舗
所
在
地

調
布
市
染
地
三
丁
目
一
番
地
八
百
十
五

外

三

設
置
者
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
み
ら
い

四

設
置
者
住
所

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
根
岸
一
丁
目

五
番
五
号

五

変
更
前
の
荷
さ
ば
き

施
設
に
お
い
て
荷
さ

ば
き
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

六

変
更
後
の
荷
さ
ば
き

施
設
に
お
い
て
荷
さ

ば
き
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
四
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

七

変
更
日

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

八

届
出
日

令
和
五
年
九
月
十
二
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
六

年
一
月
二
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

正

誤

○
令
和
五
年
六
月
三
十
日
付
東
京
都
告
示
第
八
百
十
一
号

増
刊
５７
別
冊
⒄
ペ
ー
ジ
中
「７,６７３,６１６

」
を
「７,７７２,７９８

」
に
、

「５８
,４３１
,３１４

」
を
「５８

,５３０
,４９６

」
に
、
「△

１
,２２６
,３２４

」
を

「△
１,１２７,１４１

」
に
、
「△

３,９１５,３８４

」
を
「△

３,８１６,２０２

」
に
、

「△
２,７２４,６８６

」
を
「△

２,６２５,５０４

」
に
訂
正
す
る
。
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